
東大阪市会計年度任用職員(パートタイム)募集要項 

 

東大阪市子どもすこやか部  

１．募集職種 

利用者支援にかかる専門員【子育てサポーター（特定型）】 

 

２．業務内容 

（１）教育・保育施設や地域の子育て支援事業に係る電話応対及び窓口業務 

（２）その他、施設利用相談課長が必要と認める業務 

 

３．採用予定人数 

１人 

※選考の結果、合格基準を満たしており、かつ今回の選考では採用に至らなかった場合は 

令和８年度中に当該事業に係る欠員が生じた時に任用することがあります。 

 

４．応募資格 

以下の要件をすべて満たす方 

（１）採用決定日から令和９年３月３１日まで勤務することが可能な方 

（２）以下のいずれかの資格を有する方 

・保育士及び幼稚園教諭免許（両方必要） 

・社会福祉士 

・児童福祉司 

・保健師 

・精神保健福祉士 

・介護支援専門員 

・社会福祉主事（社会福祉主事にて児童福祉事業に２年以上の従事経験がある方） 

（３）子育てに関する相談支援または地域子育て支援事業に１年以上従事経験のある方 

（４）基本的なパソコン操作（ワード、エクセル、インターネット）ができる方 

 

（注意）地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当する人は受験できません。 

◆禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けるこ

とがなくなるまでの人 

◆東大阪市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過し

ない人 

◆日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法またはその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入し

た人 

  

 



 

５．勤務条件 

（１）任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※次年度以降も任用の必要性があり、かつ、勤務成績が良好な場合は再度の任用を行う 

ことがあります。 

（２）勤務地 

東大阪市役所 ７階 施設利用相談課 

（３）報酬 

月額２２４，２６９円 

（再度任用された場合、経験等に応じて報酬が加算されることがあります。） 

（４）手当等 

交通費 期末・勤勉手当等（いずれも一定の要件を満たす場合に支給します。） 

◆交通費は２㎞以上で交通用具または公共交通機関を利用する場合に支給 

（ただし限度額あり）。 

◆期末・勤勉手当は、任用期間が６月以上かつ１週間あたりの勤務時間が１５時間３０分 

以上の場合に支給。 

（５）勤務時間 

９時００分から１７時３０分まで（休憩時間４５分） 

１週間あたりの勤務日数：４日 １週間あたりの勤務時間：３１時間 

（６）休日 

毎週土・日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

（７）休暇 

年次有給休暇、特別休暇 

（８）社会保険 

健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険 

（９）服務 

地方公務員法の分限、懲戒及び服務に関する規定の対象になります。 

（１０）その他 

任用時はすべて条件付採用とし、原則として任用後１か月を良好な成績で勤務した時に正 

式採用となります。 

 

６．選考方法について 

（１）選考科目 

筆記試験および口述試験 

（２）選考日程 

応募受付後、随時開催 

    （具体的な日時などは応募者と調整の上、個別に通知します。） 

（３）会場 

東大阪市役所総合庁舎７階会議室（予定） 

  



 

７．選考申込手続 

（１）申込手続 

東大阪市会計年度任用職員採用選考申込書に必要事項を記入し、３か月以内に撮影した写

真（正面向き、本人と確認できるもの）を貼付し、資格証明書の写し及び返信用封筒（１

１０円切手を貼付）と併せて持参または郵送により提出してください。郵送による申し込

みについては、封筒の表に「選考申込書在中」と朱書きし送付してください。 

（２）申込期間 

令和８年２月２日（月）から令和８年２月２４日（火）まで【必着】 

※受付時間は平日の９時から１７時３０分まで（土・日曜日及び祝日は受付不可） 

 

 

８．提出先 

〒５７７－８５２１ 

東大阪市荒本北一丁目１番１号 

総合庁舎７階 

東大阪市子どもすこやか部施設利用相談課 

TEL ０６－４３０９－３２０２（直通） 

  



パートタイム会計年度任用職員の服務等について（服務等説明書） 

 

 パートタイム会計年度任用職員として採用された場合には、地方公務員法上の服務に関する次の各規定

が適用され、かつ、分限処分及び懲戒処分の対象となります。本市に採用された場合は、この用紙の内容を

十分理解し、任用期間中大切に保管して下さい。 

 

１．服務に関すること 

服務の根本基準 

（地方公務員法第 30 条） 

日本国憲法は「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕

者ではない。」と規定されており、地公法ではこの規定を受けて、服務

の根本基準として、「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益の

ために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに

専念しなければならない。」と定めています。 

服務の宣誓 

（地方公務員法第 31 条） 
職員は、条例で定めるところにより、任命権者に対し服務の宣誓をし

なければなりません。 

法令等及び上司の職務上 

の命令に従う義務 

（地方公務員法第 32 条） 

職員は、職務を遂行するにあたって、法令、条例及び本市で定める規

則に従うとともに、上司の職務上の命令に忠実に従う義務がありま

す。 

信用失墜行為の禁止 

（地方公務員法第 33 条） 

職員は、その職の信用を傷付け、あるいは職員の職全体の不名誉とな

るような行為をすることが厳しく禁じられています。 

秘密を守る義務 

（地方公務員法第 34 条） 

職員は職務上知り得た秘密をもらしてはいけません。その職を退いた

後においても同様です。 

職務に専念する義務 

（地方公務員法第 35 条） 

職員は、法律又は条例などに特別の定めがある場合を除き、勤務時間

内において職務上の注意力のすべてを職責遂行のために用い、当該地

方公共団体が行うべき責を有する職務にのみ従事しなければなりま

せん。 

政治的行為の制限 

（地方公務員法第 36 条） 

職員は、政党その他の政治的団体の結成等に関与すること及び特定の

政治目的をもって一定の政治的行為をすることが禁止されています。 

争議行為等の禁止 

（地方公務員法第 37 条） 

職員は、同盟罷業（ストライキ）、怠業その他の争議行為や、活動能率

を低下させるような行為を禁止されています。 

 

２．分限処分に関すること 

 分限処分とは、公務能率の維持と公務の適正な運営の確保を図ることを目的に、職員が一定の事由により

その職務を十分に遂行することが期待できない場合又は廃職もしくは過員が生じた場合に、職員の同意を

得ることなく一方的に行われる不利益処分のことをいいます。 

分限処分には、免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分）、休職（職員としての職を保有したま

ま、一定期間職務に従事させない処分）、降任（職員を、現在就いている職より下位の職に任命する処分）、

降給（職員について現に決定されている給料の額よりも低い額に決定する処分）の４種類があります。 

会計年度任用職員については、免職や休職の分限処分の対象となります。免職の事由としては、①勤務実

績がよくない場合、②心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合、長期の休養



を要する場合、③その他、その職に必要な適格性を欠く場合、④職制もしくは定数の改廃又は予算の減少に

より廃職又は過員を生じた場合と定められています。また、休職の事由としては、①心身の故障のため、長

期の休養を要する場合、②刑事事件に関し起訴された場合と定められています。 

 

３．懲戒に関すること 

懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための制裁として行う不利益処分のこ

とをいいます。これは、単なる労使関係という見地からではなく、職員の本分は国民全体の奉仕者として公

共の利益のために勤務することにあるという見地において、その責任を確認し、秩序を維持するために科さ

れる制裁です。 

懲戒処分には、戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分）、減給（一定期間、

職員の給料を減額して支給する処分）、停職（一定期間職員を職務に従事させない処分）、免職（職員からそ

の職を失わせる処分）の４種類があります。 

会計年度任用職員はこの４種類すべての懲戒処分の対象となります。懲戒処分の事由としては、①地方公

務員法又はこれに基づく条例等の規定に違反した場合、②職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合、

③全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合と定められています。 

 

４．営利企業への従事等について 

パートタイム会計年度任用職員は、営利企業への従事等（以下兼業）の制限の対象外ですが、職務専念義

務や信用失墜行為の禁止等の観点から、次の表のとおり事前に報告していただく必要があります。その内容

によっては本市での勤務との兼業を認められない場合があります。 

 

 報告が必要な場合 留意事項 

１ 
報酬を得て事業又は事務に従事する

場合 以下の（１）から（３）までの基準に抵触するような兼

業は、認められません。 

（１）職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

（２）職員の職との間に特別な利害関係がある又は 

生ずるおそれがある場合 

（３）職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体 

の不名誉となるおそれがある場合 

２ 
自ら営利を目的とする私企業を営む

場合 

３ 

営利を目的とする私企業を営むこと

を目的とする会社その他団体の役員

等の地位を兼ねる場合 

 

また、以下の①②の場合は職務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、認められません。 

①東大阪市と他の事業所で１日につき計８時間を超えて労働する場合 

②東大阪市と他の事業所で１週間につき計４０時間を超えて労働する場合 

 


